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〓お知らせ〓 

 

 

 

 

屋外広告物は、身近な情報を伝える手段としてとても役立ちますが、無秩序に氾濫すると街並みや自

然の景観を阻害する原因になってしまいます。 

山梨県では「屋外広告物条例」により、次のとおり設置できる場所、大きさ、色等を定めており、設

置には県の許可が必要となる場合もあります。 

山梨県や各市町村では地域毎に屋外広告物の実態調査を実施しており、既に多くの会員事業場にも訪

問されています。 

そこで、屋外広告物についてよりご理解頂くため、山梨県県土づくり推進室の担当者による標記説明

会を開催しますので、多数の会員皆さんのご参加をよろしくお願いします。 

 

◇ 日時 ９月４日（金） １５：３０～１６：３０ 

◇ 場所 （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物説明会を開催します 
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本年も会員並びに組合員の親睦を深めることを目的に親睦ゴルフ大会を開催します。 

 

参加希望者は、次の各支部実行委員へお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０回親睦ゴルフ大会を開催します 



 8

 

 

関東運輸局山梨運輸支局及び自動車検査独立行政法人関東検査部山梨事務所より 

平成27年9月1日より検査の実施の連絡がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨運輸支局からのお知らせ 
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軽自動車検査協会からのお知らせ 
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タカタ製エアバッグ・インフレータについては、平成２１年以降、順次リコール届出され、改修作

業が進められているところです。 

しかしながら、今般、改修措置が未実施となっていた車両において不具合が発生したため、次の事

項のとおり改修促進のご協力をお願い致します。 

 

１．自動車検査証の交付又は返付の際、リコール対象車両である場合には、自動車検査証と併せて

リコール対象車である旨の警告文が交付されることがあります。警告文が交付された場合には、

依頼者を通じて、使用者に対してリコール対象車両であることを伝え、関係自動車販売店にお

いて改修作業を受けるよう促して下さい。 

 

２．道路運送車両法第１２条等に基づき、自動車の所有者又は使用者が転居した際には、１５日以

内に住所変更の手続きを受けることとされています。（なお、これに違反した場合には、５０

万円以下の罰金を科されることがあります。）リコール対象車両の使用者には、ダイレクトメ

ール等でリコール対象である旨が通知されますが、適切に変更登録等がされていない場合には、

ダイレクトメールが届きません。自動車検査証の使用者の住所が、顧客情報や保険の住所と異

なる場合には、依頼者を通じて、使用者に速やかに必要な手続きを受けるよう促して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年６月より整備命令または限定自動車検査証を交付する際に「点検等の勧告」

を発動した場合、定期点検整備に関する指導の履歴として、当該勧告の発動の記録が自動

車検査証及び限定自動車検査証の備考欄に記載されることとなりました。 

国土交通省では、本件につきまして、広くユーザーに周知するためチラシを作成し、運

輸局及び運輸支局等で配布する旨の情報提供がありましたのでお知らせします。 

                              （チラシは次ページ） 

 

 

 

タカタ製エアバッグ・インフレータに係る 

リコールの改修促進について 

自動車検査証備考欄への定期点検整備に関する指導履歴の記載開始

における周知用チラシについて 
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前検査車両の危険性に関する啓発活動とし

て、平成２３年度から日整連ホームページへの

「知って納得！あんしん車検」シリーズの掲載

及びチラシ等の作成・配布等を通じ、自動車ユ

ーザーに対し、代行車検による受検の危険性等

について注意喚起を行っております。 

今年度につきましては、「知って納得！あん

しん車検」の第４弾として、代行車検の危険性

に加えて、点検（分解整備）記録簿の記載内容

について、自動車ユーザーに対して周知を図る

ため、パンフレット「もっと！知って納得！安心車検！点検（分解整備）記録簿編」が作成されま

した。 

自動車ユーザーに対して代行車検の危険性及び点検（分解整備）記録簿の記載内容について周知す

るための資料として、各種イベント、街頭検査時などにおいて自動車ユーザーに配布します。  

詳細は日整連ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

点検（分解整備）記録簿編 

 

前検査車両の危険性に関する啓発活動におけるパンフレット 
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        　  　環境に優しい自動車整備関連事業場山梨県推進協議会役員

役職名 氏　名

会　長 荻 原 公 明 （一社）山梨県自動車整備振興会 会長
副会長 田 中 好 輔 山梨県自動車販売店協会　 会長
会　計 荻 原 公 明 山梨県軽自動車協会  会長
役　員 有 井 金 三 山梨県中古自動車販売協会 会長
役　員 市  川    清 山梨県自動車車体整備協同組合    理事長
役　員 開 森 秀 昭 山梨県自動車電装品整備商工組合　 理事長

所　属　団　体

 

 

◇日 時  ７月１０日(金) １３：００ 

◇場 所  （一社）山梨県自動車整備振興会 会議室 

◇議 事 

第１号議案  平成２６年度事業報告並びに収支決算報告の承認について 

第２号議案  任期満了に伴う役員改選について 

第３号議案  平成２７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）の承認について   

第４号議案  その他 

       以上、原案どおり承認されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【訃 報】 

 

 

 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部 

有泉自動車工場 788 甲府東 御坂自動車修理工場 165 東八 

サト―自動車 1019 甲府西 雨宮自動車整備工場 790 東八 

三友自動車工業（有） 15 甲府南 小澤自動車工業 931 東八 

（有）アユザワ自動車 127 甲府南 長田自動車整備工場 941 東八 

塩入自動車整備工場 487 甲府北 保坂自動車整備工場 1050 東八 

大泉自動車整備工場 951 峡北 根津自動車工業（株） 548 日下部 

（有）小沢自動車 514 韮崎 広瀬自動車興業 762 日下部 

槫林モータース 834 韮崎 久保田モータース 397 塩山 

新津モータース 413 南アルプス南 塩山車検センター協同組合 987 塩山 

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 羽中田自動車工場 162 岳麓 

名執モータース 774 南アルプス北 東信自動車整備工場 314 岳麓 

清水モータース 858 南アルプス北 半田自動車整備工場 942 岳麓 

（株）杉野ホンダ販売 324 市川 宝興自動車整備 1008 大月 

（有）田富自動車工業 712 市川 古久屋自動車 1009 大月 

（株）稲葉工業 63 南巨摩南 高部自動車整備工場 805 都留 

（甲府東支部 ８－６２１） 

田形自動車整備工場 

代表者 川口  香 様 

御母堂 川口美代子 様（９５歳） 

７月８日 ご逝去 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」７月分当選発表 

（南アルプス北支部 ８－６０５） 

相原自動車工場 

代表者 相原 安信 様 

御本人 (７８歳) 

７月１２日 ご逝去 

環境に優しい自動車整備関連事業場 

山梨県推進協議会総会が開催されました 


